
袖ケ浦市告示第１７３号 

本市の区域内の字の区域及び名称を次のとおり変更する旨、地方自治法

第２６０条第２項の規定により告示する。  

平成２９年９月２９日 

袖ケ浦市長  出  口  清 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



変更調書  

 

新 旧  
地     番 

大字 大字 字  

椎の森  久保田代宿

入会地  

二ツ池台  ９の１  

木ノ根坂台  １１の１の１  

代宿  下上人塚  ４０８  

上上人塚  ４４０  

定使山台  ４５９の１  

定使山  ４６５  

八重門田  ４９９の２  ５０１  ５１

１の２ ５１５  

駒作  ５２５  ５５０の１  ５５

１の３ ５５５の１  

清水川台  ５５７  

清水川  ６１２の１８  

木ノ根坂  ７３９  

上二ツ塚  ７８３の１ ７９２の３  

下二ツ塚  ８１１の３  

久保田  木ノ根坂  １，５８２  

定使山  ３，６５１ ３，６５２  

３，６５７の１ ３，６５７

の２  ３，６５８の２  ３，

６６０ ３，６６１  

備考 上記の土地の表示は、平成２９年７月１３日現在の登記事項証

明書によるものである。  


